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(57)【要約】
【課題】超音波プローブの駆動を好適に制御することが
できる。
【解決手段】本発明の超音波診断装置においては、識別
情報読み取り部７０は、超音波プローブ１２を識別する
ための識別情報を読み取り、識別情報供給部７１は、読
み取られた識別情報を有線または無線を介して供給し、
識別情報取得部６１は、供給された識別情報を取得し、
記憶部６３は、超音波プローブ１２の使用状態を管理す
るプローブ管理情報６４を記憶し、プローブ使用状態判
定部６２は、記憶されているプローブ管理情報６４を参
照して、識別情報の取得状況に応じて、超音波プローブ
１２の使用状態を判定し、送受信制御部６５は、判定結
果に基づいて、少なくとも１つ以上の超音波プローブ１
２からの超音波の送受信を制御する。
【選択図】　図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブを識別するための識別情報を読み取る読み取り手段と、
　前記読み取り手段により読み取られた前記識別情報を有線または無線を介して供給する
供給手段と、
　前記供給手段により供給された前記識別情報を取得する取得手段と、
　前記超音波プローブの使用状態を管理する管理情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶されている前記管理情報を参照して、前記取得手段による前記
識別情報の取得状況に応じて、前記超音波プローブの使用状態を判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて、少なくとも１つ以上の前記超音波プローブか
らの超音波の送受信を制御する制御手段とを備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記管理情報を参照して、直前に判定された前記超音波プローブの使
用状態を認識するとともに、前記識別情報の取得状況の変化に基づいて、前記超音波プロ
ーブの使用状態が第１の使用状態であるか、第２の使用状態であるかを判定することを特
徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記判定手段により前記超音波プローブの使用状態が前記第１の使用状態であると判定
された場合、前記超音波プローブからの超音波の送受信を開始するように制御することを
特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記判定手段により前記超音波プローブの使用状態が前記第２の使用状態であると判定
された場合、前記超音波プローブからの超音波の送受信を停止するように制御することを
特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記管理情報を参照して、直前に判定された前記超音波プローブの使
用状態を認識するとともに、前記取得手段により前記識別情報が取得されるごとに、取得
された前記識別情報に基づいて、前記超音波プローブの使用状態が第１の使用状態である
か、第２の使用状態であるかを判定することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装
置。
【請求項６】
　前記判定手段による判定結果に基づいて、前記記憶手段により記憶されている前記管理
情報を更新する更新手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装
置。
【請求項７】
　前記超音波プローブが近傍に存在するか否かを検知し、検知信号を生成する生成手段と
をさらに備え、
　前記読み取り手段は、前記生成手段により前記検知信号を取得したときに、前記識別情
報を読み取ることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記読み取り手段および前記供給手段は、接触式または非接触式のリーダ／ライタであ
り、
　前記リーダ／ライタは、少なくとも、前記超音波プローブを保持するフォルダ、被検体
を寝かせる寝台、またはオペレータにより装着される装着物の所定の位置に内蔵式または
着脱可能に設けられることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波プローブを識別するための識別情報を読み取る読み取りステップと、
　前記読み取りステップの処理により読み取られた前記識別情報を有線または無線を介し
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て供給する供給ステップの処理と、
　前記供給ステップの処理により供給された前記識別情報を取得する取得ステップと、
　前記超音波プローブの使用状態を管理する管理情報を記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップの処理により記憶されている前記管理情報を参照して、前記取得手段
による前記識別情報の取得状況に応じて、前記超音波プローブの使用状態を判定する判定
ステップと、
　前記判定ステップの処理による判定結果に基づいて、少なくとも１つ以上の前記超音波
プローブからの超音波の送受信を制御する制御ステップとをコンピュータに実行させるこ
とを特徴とする超音波診断装置の制御処理プログラム。
【請求項１０】
　超音波プローブを識別するための識別情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶されている前記識別情報を無線を介して読み取らせるように制
御する制御手段とを備えることを特徴とする超音波プローブ。
【請求項１１】
　前記記憶手段および前記制御手段は、ＲＦＩＤであり、
　前記ＲＦＩＤは、前記超音波プローブに内蔵式または着脱可能に設けられることを特徴
とする請求項１０に記載の超音波プローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置およびその制御処理プログラム、並びに超音波プローブに係り
、特に、超音波プローブの駆動を制御することができるようにした超音波診断装置および
その制御処理プログラム、並びに超音波プローブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、医者や技師（以下、「オペレータ」という）が患者（以下、「被検体」という
。）を超音波診断装置を用いて診断する際に、超音波プローブの駆動を有効（ＯＮ）にし
て、超音波プローブから超音波を送受信し続けると、超音波プローブ内の超音波振動子な
どが発熱し、超音波プローブの温度上昇を引き起こしてしまう。これにより、超音波プロ
ーブ内の材料（例えば超音波振動子や接着剤など）の劣化を早めてしまい、超音波プロー
ブの使用寿命を無駄に短くしてしまう。また、過度の温度上昇はオペレータや被検体への
危害も懸念される。
【０００３】
　そのため、超音波プローブの使用時以外には超音波プローブの駆動を無効（ＯＦＦ）に
して、超音波プローブからの超音波の送受信を停止することが望ましい。ところが、一般
に、超音波プローブの使用時以外に超音波プローブからの超音波の送受信を停止させるに
は、オペレータが、その都度、超音波診断装置のコンソールに設けられた送受信開始・停
止ボタンを押す必要がある。
【０００４】
　しかし、送受信開始・停止ボタンを押すことにより超音波の送受信を停止するようにす
ると、オペレータが被検体の検査を一時的に中断した場合、すなわち、送受信開始・停止
ボタンを押さずに超音波プローブからの超音波の送受信をし続けたままで、被検体の検査
を一時的に中断した場合において、検査の中断時間が長くなってしまったときに、超音波
プローブの温度上昇を防止できない。
【０００５】
　また、超音波プローブの使用時以外において、オペレータが、超音波診断装置のコンソ
ールに設けられた送受信開始・停止ボタンを押すことを忘れてしまった場合にも、同様に
、超音波プローブの温度上昇を防止できない。
【０００６】
　そこで、超音波プローブに、着脱式あるいは内蔵されたコントロールスイッチ群を設け
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、設けられたコントロールスイッチ群を用いることで超音波プローブの駆動を制御する技
術が提案されている（例えば特許文献１および特許文献２参照）。
【０００７】
　また、無線通信可能な別の操作デバイスによって超音波プローブの駆動を制御する技術
も提案されている（例えば特許文献３参照）。
【０００８】
　さらに、被検体の検査時に超音波プローブが有効であるか否か（すなわち、超音波プロ
ーブが使用状態であるか否か）を判定し、その判定結果に基づいて超音波プローブの駆動
を制御する技術も提案されている（例えば特許文献２および特許文献４参照）。
【特許文献１】特開平１１－５６８５２号公報
【特許文献２】特開２００２－１７７２２号公報
【特許文献３】特開２００３－１５３９０３号公報
【特許文献４】特開平１０－１０８８６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１乃至特許文献３に提案されている技術によれば、超音波プロ
ーブに着脱式あるいは内蔵されたコントロールスイッチ群を用いることで超音波プローブ
の駆動を制御することができ、あるいは、無線通信可能な別の操作デバイスによって超音
波プローブの駆動を制御することができ、その結果、超音波プローブのＯＮ／ＯＦＦの切
り替え操作がオペレータの近傍にて行うことができ、操作性を改善させることはできるが
、超音波プローブのＯＮ／ＯＦＦの切り替え操作は結局オペレータ自身が行わなければな
らず、検査の中断時間が長くなってしまったときや、超音波診断装置のコンソールに設け
られた送受信開始・停止ボタンを押すことを忘れてしまった場合などに、依然として、超
音波プローブの温度上昇を防止できないという課題があった。
【００１０】
　また、特許文献２や特許文献４に提案されている技術によれば、加速度センサや温度セ
ンサなどを用いて、被検体の検査時に超音波プローブが有効であるか否か（すなわち、超
音波プローブが使用状態であるか否か）を判定し、その判定結果に基づいて超音波プロー
ブの駆動を制御することができ、加速度センサや温度センサなどを用いて超音波プローブ
の未使用状態を検知することはできるが、オペレータが超音波プローブからの超音波の送
受信を有効にしたい場合に超音波プローブを有効にし、無効にしたい場合に超音波プロー
ブを無効にするように制御することはできないという課題があった。また、一般に超音波
診断装置には複数の超音波プローブが同時に接続されるが、これらの複数の超音波プロー
ブのうちのどの超音波プローブの未使用状態が現在検知されたのか否かまでは判定するこ
とができず、複数の超音波プローブの駆動を同時に制御できないという課題があった。
【００１１】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、超音波プローブの駆動を好適
に制御することができる超音波診断装置およびその制御処理プログラム、並びに超音波プ
ローブを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の超音波診断装置は、上述した課題を解決するために、超音波プローブを識別す
るための識別情報を読み取る読み取り手段と、読み取り手段により読み取られた識別情報
を有線または無線を介して供給する供給手段と、供給手段により供給された識別情報を取
得する取得手段と、超音波プローブの使用状態を管理する管理情報を記憶する記憶手段と
、記憶手段により記憶されている管理情報を参照して、取得手段による識別情報の取得状
況に応じて、超音波プローブの使用状態を判定する判定手段と、判定手段による判定結果
に基づいて、少なくとも１つ以上の超音波プローブからの超音波の送受信を制御する制御
手段とを備えることを特徴とする。
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【００１３】
　本発明の超音波診断装置の制御処理プログラムは、上述した課題を解決するために、超
音波プローブを識別するための識別情報を読み取る読み取りステップと、読み取りステッ
プの処理により読み取られた識別情報を有線または無線を介して供給する供給ステップの
処理と、供給ステップの処理により供給された識別情報を取得する取得ステップと、超音
波プローブの使用状態を管理する管理情報を記憶する記憶ステップと、記憶ステップの処
理により記憶されている管理情報を参照して、取得手段による識別情報の取得状況に応じ
て、超音波プローブの使用状態を判定する判定ステップと、判定ステップの処理による判
定結果に基づいて、少なくとも１つ以上の超音波プローブからの超音波の送受信を制御す
る制御ステップとをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の超音波プローブは、超音波プローブを識別するための識別情報を記憶する記憶
手段と、記憶手段により記憶されている識別情報を無線を介して読み取らせるように制御
する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の超音波診断装置においては、超音波プローブを識別するための識別情報が読み
取られ、読み取られた識別情報が有線または無線を介して供給され、供給された識別情報
が取得され、超音波プローブの使用状態を管理する管理情報が記憶され、記憶されている
管理情報を参照して、識別情報の取得状況に応じて、超音波プローブの使用状態が判定さ
れ、判定結果に基づいて、少なくとも１つ以上の超音波プローブからの超音波の送受信が
制御される。
【００１６】
　本発明の超音波診断装置の制御処理プログラムにおいては、超音波プローブを識別する
ための識別情報が読み取られ、読み取られた識別情報が有線または無線を介して供給され
、供給された識別情報が取得され、超音波プローブの使用状態を管理する管理情報が記憶
され、記憶されている管理情報を参照して、識別情報の取得状況に応じて、超音波プロー
ブの使用状態が判定され、判定結果に基づいて、少なくとも１つ以上の超音波プローブか
らの超音波の送受信が制御される。
【００１７】
　本発明の超音波プローブにおいては、超音波プローブを識別するための識別情報が記憶
され、記憶されている識別情報が無線を介して読み取らせるように制御される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、超音波プローブの駆動を好適に制御することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１を参照して、本発明に係る超音波診断装置１の概念的な構成について説明する。
【００２１】
　図１に示されるように、超音波診断装置１は、超音波診断装置１の本体１１、この本体
１１に例えば電気ケーブルなどの有線を介して接続されている超音波プローブ１２、超音
波プローブ１２に内蔵あるいは着脱可能に設けられた、超音波プローブ１２を識別するた
めの識別情報が格納（記憶）されているＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）１
３、および、ＲＦＩＤ１３から超音波プローブ１２を識別するための識別情報を読み取る
ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４により構成される。ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は、本体１
１と無線あるいは有線を介して接続されている。
【００２２】
　超音波プローブ１２には、本体１１から所要の電圧が有線を介して印加されており、印
加された所要の電圧を用いて超音波の送受信が行われる。ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は
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、通信可能範囲にＲＦＩＤ１３が存在する場合、ＲＦＩＤ１３から超音波プローブ１２を
識別するための識別情報を読み取り、読み取られた識別情報を無線または有線を介して本
体１１に供給する。本体１１は、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４から供給された識別情報を
取得し、取得された識別情報に基づいて超音波プローブ１２の駆動を制御する。
【００２３】
　なお、本発明の実施形態においては、超音波プローブ１２を識別するための識別情報を
本体１１に取得する方法として、ＲＦＩＤ１３およびＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を用い
るようにしているが、このような場合に限られず、例えば無線ＬＡＮや赤外線、あるいは
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの無線通信を用いて、超音波プローブ１２を識別す
るための識別情報を本体１１に取得するようにしてもよい。
【００２４】
　図２は、本発明に係る超音波診断装置１の内部の詳細な構成を表している。
【００２５】
　超音波診断装置１は、本体１１、その本体１１に例えば電気ケーブルを介して接続され
ている超音波プローブ１２およびＲＦＩＤ１３からなる超音波プローブ部、超音波プロー
ブ部のＲＦＩＤ１３から超音波プローブ１２を識別するための識別情報を適宜読み取るＲ
ＦＩＤリーダ／ライタ１４、入力部１５、および表示部１６により構成される。
【００２６】
　図２に示されるように、超音波診断装置１の本体１１は、制御部２１、送信部２２、受
信部２３、画像データ生成部２４、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）２５、ＥＣＧ（Electroca
rdiogram）信号検出部２６、スペクトラムドプラ描画処理部２７、およびＤＳＣ（Digita
l Scan Converter）２８により構成される。
【００２７】
　なお、制御部２１、送信部２２、受信部２３、画像データ生成部２４、ＨＤＤ（Hard D
isc Drive）２５、ＥＣＧ信号検出部２６、スペクトラムドプラ描画処理部２７、および
ＤＳＣ２８は、超音診断装置１の本体１１内においてバスにより相互に接続されている。
【００２８】
　制御部２１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２９、ＲＯＭ（Read Only Memory）
３０、ＲＡＭ（Random Access Memory）３１、および画像メモリ３２などからなり、ＣＰ
Ｕ２９は、ＲＯＭ３０に記憶されているプログラムまたはＨＤＤ２５からＲＡＭ３１にロ
ードされた各種のアプリケーションプログラムに従って各種の処理を実行するとともに、
種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより超音波診断装置１の駆動を総括的に
制御する。
【００２９】
　また、ＲＡＭ３１は、ＣＰＵ２９が各種の処理を実行する上において必要なデータなど
を適宜記憶する。画像メモリ３２は、画像データ生成部２４から供給されたＢモード画像
データ、スペクトラムドプラモード画像データ、およびカラードプラモード画像データを
取得し、取得されたＢモード画像データ、スペクトラムドプラモード画像データ、および
カラードプラモード画像データを記憶する。これにより、オペレータは、例えば診断後に
おいて、診断中に記憶された画像データを読み出し、ＤＳＣ２８を介して表示部１６に静
止画像または動画像として表示させることができる。
【００３０】
　また、画像メモリ３２は、受信部２３から供給された出力信号（ＲＦ信号）などの生デ
ータなどの種々の画像データや、ネットワーク（図示せず）を介して取得された画像デー
タなどを適宜記憶し、必要に応じて各部に供給する。
【００３１】
　なお、ＣＰＵ２９に代えて、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）などを用いるようにし
てもよい。
【００３２】
　送信部２２は、レートパルス発生器、送信遅延回路、およびパルサ（いずれも図示せず
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）からなり、レートパルス発生器は、制御部２１から供給された制御信号に基づいて、被
検体の内部に入射する超音波パルスのパルス繰り返し周波数を決定するレートパルスを発
生し、送信遅延回路に供給する。また、送信遅延回路は、送信時における超音波ビームの
焦点位置や偏向角度を設定するための遅延回路であり、制御部２１から供給される制御信
号に基づいて、送信時における超音波ビームの焦点位置と偏向角度が所定の焦点位置と偏
向角度となるように、レートパルス発生器から供給されたレートパルスに遅延時間を加え
、パルサに供給する。さらに、パルサは、超音波振動子を駆動するための高圧パルスを生
成する駆動回路であり、送信遅延回路から供給されたレートパルスに基づいて、超音波振
動子を駆動するための高圧パルスを生成し、生成された高圧パルスを超音波プローブ１２
に出力する。
【００３３】
　なお、送信部２２は、制御部２１の指示に従い、レートパルスに付加する遅延時間や送
信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更することができる。特に、送信駆動電圧を瞬時
に変更することができるように、送信部２２には、例えばリニアアンプ型の発信回路、あ
るいは、複数の電源ユニットを電気的に切り替え可能な回路などが設けられる。
【００３４】
　受信部２３は、プリアンプ、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延回路、および加算器（いずれも図
示せず）などからなり、プリアンプは、超音波プローブ１２から被検体に入射された超音
波パルスの反射波に基づく受信信号を取得し、取得された受信信号を所定のレベルまで増
幅し、増幅された受信信号をＡ／Ｄ変換器に供給する。Ａ／Ｄ変換器は、プリアンプから
供給された受信信号をアナログ信号からディジタル信号に変換し、受信遅延回路に供給す
る。
【００３５】
　受信遅延回路は、制御部２１から供給された制御信号に基づいて、Ａ／Ｄ変換器から供
給されたＡ／Ｄ変換後の受信信号に受信指向性を決定するのに必要な遅延時間（各超音波
振動子のフォーカス位置からの超音波の伝播時間の差に対応する遅延時間）を与え、加算
器に供給する。加算器は、受信遅延回路から供給された各超音波振動子からの受信信号を
加算し、加算された受信信号を画像データ生成部２４に供給する。なお、加算器の加算に
より受信信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【００３６】
　画像データ生成部２４は、Ｂモード処理部３３、スペクトラムドプラモード処理部３４
、およびカラードプラモード処理部３５により構成される。Ｂモード処理部３３は、対数
増幅器、包絡線検波回路、およびＴＧＣ（Time Gain Control）回路（いずれも図示せず
）などからなり、制御部２１から供給された制御信号に基づいて、以下の処理を行う。
【００３７】
　すなわち、Ｂモード処理部３３の対数増幅器は、受信部２３から供給された受信信号を
対数増幅し、対数増幅された受信信号を包絡線検波回路に供給する。包絡線検波回路は、
超音波周波数成分を除去して振幅のみを検出するための回路であり、対数増幅器から供給
された受信信号について包絡線を検波し、検波された受信信号をＴＧＣ回路に供給する。
ＴＧＣ回路は、包絡線検波回路から供給された受信信号の強度を最終的な画像の輝度が均
一になるように調整し、調整後のＢモード画像データを制御部２１の画像メモリ３２また
はＨＤＤ２５に供給する。制御部２１の画像メモリ３２またはＨＤＤ２５に記憶されたＢ
モード画像データは、ＤＳＣ２８を介して表示部１６に供給され、その後、受信信号の強
度を輝度により表したＢモード画像として表示される。
【００３８】
　スペクトラムドプラモード処理部３４は、受信部２３から供給された受信信号からドプ
ラ偏移信号を検出するドプラ偏移信号検出器（図示せず）、およびドプラ偏移信号検出器
において検出されたドプラ偏移信号のスペクトラム分布を分析する分析部（図示せず）か
らなる。
【００３９】
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　ドプラ偏移信号検出部は、基準信号発生器、π/２位相器、ミキサ、ＬＰＦ（Low Pass 
Filter）（いずれも図示せず）などからなり、受信部２３から供給された受信信号につい
て主に直交位相検波などが行われ、検出されたドプラ偏移信号を分析部に供給する。
【００４０】
　分析部は、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）分析器と演算器などからなり、ＦＦＴ分
析器は、ドプラサンプルマーカの位置に対応する所定の深さを中心に所定の幅で、ドプラ
偏移信号検出部から供給されたドプラ偏移信号に対してＦＦＴ分析を行い、演算器はＦＦ
Ｔ分析器からの周波数スペクトラムに対して中心周波数や分散などを演算し、演算により
生成されたスペクトラムドプラモード画像データを制御部２１の画像メモリ３２またはＨ
ＤＤ２５に供給する。制御部２１の画像メモリ３２またはＨＤＤ２５に記憶されたスペク
トラムドプラモード画像データは、スペクトラムドプラ描画処理部２７を介して表示部１
６に供給され、その後、受信信号に含まれる周波数スペクトラムの分布を表したスペクト
ラムドプラモード画像として表示される。
【００４１】
　カラードプラモード処理部３５は、受信部２３から供給された受信信号からドプラ偏移
信号を検出するドプラ偏移信号検出器（図示せず）、およびドプラ偏移信号検出器におい
て検出されたドプラ偏移信号から血流の平均速度、分散、パワーなどの血流情報を抽出す
る抽出演算部（図示せず）からなる。なお、カラードプラモード処理部３５の図示せぬド
プラ偏移信号検出部については、スペクトラムドプラモード処理部３４の図示せぬドプラ
偏移信号検出部の構成と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００４２】
　抽出演算部は、ＭＴＩフィルタ（Moving Target Indication Filter）、自己相関器、
平均速度演算器、分散演算器、パワー演算器（いずれも図示せず）などからなり、ＭＴＩ
フィルタは、ドプラ偏移信号処理部から供給されたドプラ偏移信号に対して固定反射体（
例えば、血管壁や心臓壁など）からの不要な固定反射波の除去を行い、固定反射波が除去
されたドプラ偏移信号を自己相関器に供給する。自己相関器は、ＭＴＩフィルタから供給
された固定反射波除去後のドプラ偏移信号に対して、多点での周波数分析をリアルタイム
で行い、平均速度演算器、分散演算器、およびパワー演算器に供給する。
【００４３】
　平均速度演算器、分散演算器、およびパワー演算器は、それぞれ、血流の平均速度、分
散、およびパワーを演算し、演算により生成されたカラードプラモード画像データを制御
部２１の画像メモリ３２またはＨＤＤ２５に供給する。制御部２１の画像メモリ３２また
はＨＤＤ２５に記憶されたカラードプラモード画像データは、ＤＳＣ２８を介して表示部
１６に供給され、その後、血流の平均速度、分散、パワーなどの血流情報を表してカラー
ドプラモード画像として表示される。
【００４４】
　ＨＨＤ２５は、スキャンシーケンス、画像生成・表示処理、差分画像生成処理、輝度値
保持演算処理、重畳表示などを実行する制御プログラムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の
所見など）、診断プロトコル、超音波の送受信条件、演算処理の演算条件などに関する種
々のデータ群を格納している。また、ＨＤＤ２５は、必要に応じて、制御部２１の画像メ
モリ３２から供給された種々の画像データを保管する。ＨＤＤ２５は、必要に応じて、イ
ンタフェース部（図示せず）を介して外部装置（図示せず）へ種々のデータを転送するこ
とが可能である。勿論、ＨＤＤ２５以外の大容量の不揮発性メモリを用いるようにしても
よい。
【００４５】
　ＥＣＧ信号検出部２６は、制御部２１の制御に従い、被検体の体表に装着させてＥＣＧ
信号を検出するセンサと、センサにより検出されたＥＣＧ信号をアナログ信号からディジ
タル信号に変換するＡ／Ｄ変換器からなり、変換後のＥＣＧ信号を制御部２１の画像メモ
リ３２またはＨＤＤ２５に供給する。このＥＣＧ信号は、Ｂモード画像データとカラード
プラモード画像データなどの付帯情報として制御部２１の画像メモリ３２またはＨＤＤ２
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５に記憶される。
【００４６】
　スペクトラムドプラ描画処理部２７は、制御部２１の画像メモリ３２から供給されたス
ペクトラムドプラモード画像データを取得し、取得されたスペクトラムドプラモード画像
データを、ドプラ偏移周波数（速度）の時間的変化のスペクトラムとして表示部１６に表
示させることができるように描画処理を施し、表示部１６に供給する。
【００４７】
　ＤＳＣ２８は、制御部２１の画像メモリ３２から供給されたＢモード画像データとカラ
ードプラモード画像データやＥＣＧ信号などを読み出し、読み出されたＢモード画像デー
タとカラードプラモード画像データやＥＣＧ信号などを、超音波スキャンの走査線信号列
からビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、所定の画像処理や演算処理を施し、表
示部１６に供給する。
【００４８】
　また、超音波プローブ部は、超音波プローブ１２と、超音波プローブ１２を識別するた
めの識別情報が予め記憶されているＲＦＩＤ１３からなる。超音波プローブ１２は、本体
１１に電気ケーブルを介して接続されており、被検体の表面に対してその前面を接触させ
超音波の送受信を行う超音波トランスジューサであり、１次元にアレイ配列あるいは２次
元にマトリクス配列された微小な超音波振動子をその先端部分に有している。この超音波
振動子は圧電振動子としての電気音響変換素子である。超音波振動子の前方には、超音波
を効率よく伝播させるための整合層が設けられ、超音波振動子の後方には、後方への超音
波の伝播を防止するパッキング材が設けられる。
【００４９】
　超音波プローブ１２は、送信時には本体１１の送信部２２から入射された電気パルスを
超音波パルス（送信超音波）に変換し、また受信時には被検体により反射された反射波を
電気信号に変換し、本体１１に出力する。なお、被検体内に送信された超音波の一部は、
音響インピーダンスの異なる被検体内の臓器間の境界面あるいは組織にて反射される。ま
た、送信された超音波が、移動している血流や心臓壁などの表面で反射されると、ドプラ
効果により周波数偏移を受ける。
【００５０】
　本体１１には、超音波プローブ１２を接続するための接続部（コネクタ）が例えば６つ
設けられており、本体１１には最大で同時に６つの超音波プローブ１２を接続することが
可能となる。勿論、このような場合に限られず、本体１１に５つ以下あるいは７つ以上の
接続部（コネクタ）を設けるようにして、同時に５つ以下あるいは７つ以上の超音波プロ
ーブ１２を接続するようにしてもよい。
【００５１】
　超音波プローブ１２には、超音波プローブ１２を識別するための識別情報が格納（記憶
）されたＲＦＩＤ１３が、例えば内蔵式または着脱式で設けられる。具体的には、ＲＦＩ
Ｄ１３が超音波プローブ１２に内蔵式で設けられる場合、例えば図３（Ａ）および（Ｂ）
に示されるように、超音波プローブ１２にはＲＦＩＤ１３が装着されるための装着空間３
６が設けられ、ＲＦＩＤ１３はこの装着空間３６の中に装着される。なお、図３（Ａ）お
よび（Ｂ）の例の場合、ＲＦＩＤ１３を装着するための装着空間３６を超音波プローブ１
３の持ち手部分（すなわち、オペレータが超音波プローブ１２を持つときに利用する部分
）に設けるようにしたが、このような場合に限られず、この装着空間３６を、ＲＦＩＤリ
ーダ／ライタ１４によって識別情報を読み取ることができるいずれかの位置に設けること
も可能である。また、ＲＦＩＤ１３を装着空間３６内に装着する際のカバー３７の形状に
ついては、いずれの形状にするようにしてもよい。
【００５２】
　一方、ＲＦＩＤ１３が超音波プローブ１２に着脱式で設けられる場合、例えば図４（Ａ
）および（Ｂ）に示されるように、ＲＦＩＤ１３が事前に所定の位置に組み込まれた着脱
可能部材３８が、超音波プローブ１２に装着される。この着脱可能部材３８は、超音波プ
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ローブ１２の形状に合わせて装着可能な形状を有している。これにより、超音波プローブ
１２を製造する段階において予め装着空間を設けて、ＲＦＩＤ１３を装着しておく必要が
なくなるとともに、すでに製造されている既存の超音波プローブ１２の機構を改変するこ
となく、そのままの機構を用いて利用することが可能となる。なお、ＲＦＩＤ１３が組み
込まれる位置は着脱可能部材３８のいずれの位置でもよく、また、着脱可能部材３８の形
状も超音波プローブ１２の形状に着脱可能な形状でありさえすればよい。
【００５３】
　図５は、図２のＲＦＩＤ１３の内部の構成を表している。
【００５４】
　図５に示されるように、ＲＦＩＤ１３は、アンテナ４１、電力発生部４２、変調部４３
、発振回路４４、復調部４５、ＳＰＵ４６、バス４７、ＣＰＵ４８、およびＲＯＭ４９に
より構成される。
【００５５】
　アンテナ４１は、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４から送信された識別情報（超音波プロー
ブ１２を識別するための識別情報）の送信を要求する要求信号を受信し、受信した要求信
号を復調部４５に供給する。アンテナ４１は、変調部４３から供給された識別情報を、無
線通信を介して、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に送信する。すなわち、例えば、アンテナ
４１は、変調部４３から供給された識別情報を伝送するための電波を輻射する。また、ア
ンテナ４１においては、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４から輻射される所定の周波数の電波
により、共振が生じ、起電力が発生する。
【００５６】
　電力発生部４２は、アンテナ４１に生じた交流の起電力を基づいて直流電力を発生させ
、発生させた直流電力をＲＦＩＤ１３の各部に供給する。なお、電力発生部４２に代えて
、電池を内蔵し、内蔵されている電池がＲＦＩＤ１３の各部に電力を供給するようにして
もよい。
【００５７】
　変調部４３は、発振回路４４から供給された所定の周波数のクロック信号に基づいて、
搬送波を生成する。変調部４３は、搬送波に基づいて、ＳＰＵ４６から供給された識別情
報を所定の方式により変調することにより変調した識別情報を生成し、変調した識別情報
をアンテナ４１に供給する。例えば、変調部４３は、ＳＰＵ４６より供給されたマンチェ
スタ符号化方式で符号化された識別情報をさらにＡＳＫ変調し、変調された識別情報を、
アンテナ４１を介してＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に送信する。
【００５８】
　また、例えば、変調部４３は、ＳＰＵ４６から供給される識別情報に対応して、例えば
、所定のスイッチング素子（図示せず）をオン／オフさせ、スイッチング素子がオン状態
であるときだけ、所定の負荷をアンテナ４１に並列に接続させることにより、アンテナ４
１の負荷を変動させる。ＡＳＫ変調された識別情報は、アンテナ４１の負荷の変動により
、アンテナ４１を介してＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に送信される（ＲＦＩＤリーダ／ラ
イタ１４のアンテナ４１の端子電圧を変動させる）（ロードスイッチング方式）。
【００５９】
　発振回路４４は、アンテナ４１が受信する要求信号の周波数と同じ周波数のクロック信
号を生成し、生成されたクロック信号を変調部４３に供給する。例えば、発振回路４４は
ＰＬＬ（Phase Locked Loop）回路を内蔵し、要求信号のクロック周波数と同一の周波数
のクロック信号を発生する。
【００６０】
　復調部４５は、アンテナ４１から供給された要求信号を、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４
の変調部４２の変調方式に対応する復調方式により復調し、復調された要求信号をＳＰＵ
４６に供給する。例えば、復調部４５は、アンテナ４１を介して受信したＡＳＫ変調波で
ある要求信号を包絡線検波して復調し、復調後の要求信号をＳＰＵ４６に出力する。
【００６１】
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　ＳＰＵ４６は、復調部４５から供給された要求信号を所定の方式により復号し、復号さ
れた要求信号をＣＰＵ４８に供給する。ＳＰＵ４６は、ＣＰＵ４８から供給された識別情
報を、所定の符号化方式により符号化し、符号化された識別情報を変調部４３に供給する
。例えば、ＳＰＵ４６は、復調部４５で復調されたデータがマンチェスタ符号化方式で符
号化されている場合、図示せぬＰＬＬ回路から供給されるクロック信号に基づいて、その
データの復号（マンチェスタコードのデコード）を行い、復号したデータをＣＰＵ４８に
供給する。例えば、ＳＰＵ４６は、ＣＰＵ４８から供給された識別情報をマンチェスタ符
号化方式で符号化し、マンチェスタ符号化方式で符号化された識別情報を変調部４３に供
給する。
【００６２】
　ＣＰＵ４８は、ＲＯＭ４９に記憶されているプログラムに従って、各種の処理を実行す
る。ＲＯＭ４９は、ＣＰＵ４８が実行するプログラムや各種のデータを記憶している。ま
た、ＲＯＭ４９は、ＲＦＩＤ１３が内蔵または着脱可能に設けられている超音波プローブ
１２を識別するための識別情報を予め記憶している。なお、ＲＯＭ４９には、例えば、マ
スクＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Only Memory
）、またはＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）な
どの不揮発性メモリが用いられる。ＳＰＵ４６、ＣＰＵ４８、およびＲＯＭ４９は、バス
４７を介して相互に接続される。
【００６３】
　図２に戻り、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は、例えば本体１１に電気ケーブル（有線）
を介して接続されており、通信可能範囲にＲＦＩＤ１３が存在する場合、ＲＦＩＤ１３か
ら超音波プローブ１２を識別するための識別情報を読み取り、読み取られた識別情報を電
気ケーブル（有線）を介して本体１１に供給する。勿論、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は
、本体１１に無線を介して接続されるようにしてもよい。
【００６４】
　例えばＲＦＩＤ１３とＲＦＩＤリーダ／ライタ１４との通信可能範囲（交信範囲）が狭
い場合、図６に示されるように、超音波診断装置１の本体１１に備えられた超音波プロー
ブフォルダ５１－１乃至５１－６（各超音波プローブ１２を保持するためのフォルダ）の
所定の位置に、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を設けるようにする。
【００６５】
　これにより、被検体を寝台５２（診断時に被検体を寝かせるための台）に寝かせた後、
オペレータが１つの超音波プローブ１２－１を被検体の体表面に接触させつつ、この超音
波プローブ１２－１を操作する場合、超音波プローブ１２－１は超音波プローブフォルダ
５１（超音波プローブフォルダ５１－１乃至５１－６のうちの例えば超音波プローブフォ
ルダ５１－１）から取り出されることから、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４－１（超音波プ
ローブフォルダ５１－１の所定の位置に設けられたＲＦＩＤリーダ／ライタ１４）が、超
音波プローブ１２－１に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３－１から識別情報
を読み取ることができなくなり、超音波診断装置１の本体１１に識別情報（例えば超音波
プローブ１２－１を識別するための識別情報）がＯＦＦの通知として供給されなくなる。
【００６６】
　その結果、超音波診断装置１の本体１１は、識別情報が供給されなくなった超音波プロ
ーブ１２－１からの超音波の送受信をＯＮに制御し、超音波プローブ１２－１から超音波
の送受信を開始することが可能となる。
【００６７】
　一方、このとき、超音波プローブ１２－２が超音波プローブフォルダ５１（超音波プロ
ーブフォルダ５１－１乃至５１－６のうちの例えば超音波プローブフォルダ５１－２）に
収められている場合、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４－２（超音波プローブフォルダ５１－
２の所定の位置に設けられたＲＦＩＤリーダ／ライタ１４）が、超音波プローブ１２－２
に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３－２から識別情報を読み取り、超音波診
断装置１の本体１１に識別情報（例えば超音波プローブ１２－２を識別するための識別情
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報）がＯＦＦの通知として供給される。
【００６８】
　その結果、超音波診断装置１の本体１１は、識別情報が供給された超音波プローブ１２
－２からの超音波の送受信をＯＦＦに制御し、超音波プローブ１２－２からの超音波の送
受信を停止することが可能となる。
【００６９】
　なお、図６の例の場合、オペレータが超音波の送受信の停止を所望する超音波プローブ
１２を識別するための識別情報が本体１１に供給され、本体１１において、供給された識
別情報を用いて超音波プローブ１２のＯＮ・ＯＦＦの制御が行われる。すなわち、各超音
波プローブ１２のＯＦＦの制御が基本的に主に行われる。
【００７０】
　また、図６に示されるようにＲＦＩＤリーダ／ライタ１４（例えばＲＦＩＤリーダ／ラ
イタ１４－１乃至１４－６など）を超音波プローブフォルダ５１（例えば超音波プローブ
フォルダ５１－１乃至５１－６など）の所定の位置にそれぞれ設ける場合、各超音波プロ
ーブフォルダ５１に設けられた各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４がお互いに干渉し合わない
ようにするために、図７に示されるように、各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４同士の間隔を
、各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４がお互いに干渉し合わない距離ｄ以上に設定する必要が
ある。
【００７１】
　しかし、超音波プローブフォルダ５１（例えば超音波プローブフォルダ５１－１乃至５
１－６など）の設計上、各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４（例えばＲＦＩＤリーダ／ライタ
１４－１乃至１４－６など）同士の間隔を、各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４がお互いに干
渉し合わない距離ｄ以上に設定することが困難である場合も考えられる。このような場合
、各超音波プローブフォルダ５１に設けられた各ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４がお互いに
干渉してしまい、超音波プローブ１２に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３か
ら識別情報を読み取ることができなくなってしまう場合も考えられる。
【００７２】
　そこで、例えば図８（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、各超音波プローブフォルダ
５１を上から覆うように、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４からの交信（無線通信）を防護す
る交信防護樹脂５３を設けるとともに、交信防護樹脂５３の所定の位置にＲＦＩＤリーダ
／ライタ１４を設け、各超音波プローブフォルダ５１を覆う交信防護樹脂５３内のみにお
いて、ＲＦＩＤ１３とＲＦＩＤリーダ／ライタ１４との間で交信（無線通信）を行い、Ｒ
ＦＩＤ１３から識別情報を読み取るようにしてもよい。これにより、ＲＦＩＤ１３との通
信可能範囲（交信範囲）が広いＲＦＩＤリーダ／ライタ１４、すなわち、交信距離が大き
いＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を本発明に適用することが可能となる。
【００７３】
　なお、図８（Ａ）は、超音波プローブ１２を超音波プローブフォルダ５１に収める際の
正面図を示しており、図８（Ｂ）は、超音波プローブ１２を超音波プローブフォルダ５１
に収める際の斜視図を示している。図８（Ａ）および（Ｂ）の例の場合、超音波プローブ
１２は、交信保護樹脂５３により上から覆われた超音波プローブフォルダ５１に、超音波
プローブ１２のヘッドを上向きにして挿入され、収められる。
【００７４】
　また、図８（Ａ）および（Ｂ）に示される場合に限られず、例えば図９に示されるよう
に、各超音波プローブフォルダ５１を下から覆った上で超音波プローブ１２を下側から受
ける（格納する）ように、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４からの交信（無線通信）を防護す
る交信防護樹脂５３を設けるとともに、交信防護樹脂５３の所定の位置にＲＦＩＤリーダ
／ライタ１４を設け、ＲＦＩＤ１３とＲＦＩＤリーダ／ライタ１４との間で交信（無線通
信）を行い、ＲＦＩＤ１３から識別情報を読み取るようにしてもよい。なお、図９の例の
場合、超音波プローブ１２は、交信保護樹脂５３により下から覆われた超音波プローブフ
ォルダ５１に、超音波プローブ１２のヘッドを下向きにして挿入され、収められる。
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【００７５】
　図９の例の場合、各超音波プローブフォルダ５１を下から覆った上で超音波プローブ１
２を下側から受ける（格納する）ように、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４からの交信（無線
通信）を防護する交信防護樹脂５３を設けるようにしたが、このような場合に限られず、
例えば図１０に示されるように、各超音波プローブフォルダ５１により挟み込まれるよう
に、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４からの交信（無線通信）を防護する交信防護樹脂５３（
例えば交信防護樹脂５３－１乃至５３－６など）を設け、各超音波プローブフォルダ５１
により挟み込まれた交信防護樹脂５３内のみにおいて、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４とＲ
ＦＩＤ１３との間で交信（無線通信）を行い、ＲＦＩＤ１３から識別情報を読み取るよう
にしてもよい。
【００７６】
　なお、図１０においては、各超音波プローブフォルダ５１ごとに所定の位置にＲＦＩＤ
リーダ／ライタ１４を設けるようにしたが、このような場合に限られず、例えば図１１に
示されるように、１つのＲＦＩＤリーダ／ライタ１４により、各超音波プローブフォルダ
５３に収められた超音波プローブ１２に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３か
ら識別情報を読み取るようにしてもよい。勿論、図８や図９に示されるように超音波プロ
ーブ１２に交信防護樹脂５３を設ける場合においても、１つのＲＦＩＤリーダ／ライタ１
４により、各超音波プローブフォルダ５３に収められた超音波プローブ１２に内蔵式また
は着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３から識別情報を読み取るようにすることが可能である
。
【００７７】
　なお、図７乃至図１１を用いて説明したＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の取り付け方法に
おいては、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は、超音波診断装置１の本体１１の例えば超音波
プローブフォルダ５１や交信防護樹脂５３などの所定の位置に内蔵されて設けられるよう
にしたが、このような場合に限られず、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を着脱可能な構成に
して、必要に応じて、既存の超音波プローブフォルダ５３に装着するようにしてもよい。
【００７８】
　図１２は、図２のＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の内部の構成を表している。
【００７９】
　図１２に示されるように、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は、アンテナ６１、変調部６２
、発振回路６３、復調部６４、ＳＰＵ（（Signal Processing Unit））６５、バス６６、
ＣＰＵ６７、ＲＯＭ６８、ＲＡＭ６９、および入出力インタフェース７０により構成され
る。
【００８０】
　アンテナ６１は、変調部６２から供給された要求信号を、無線通信を介して、超音波プ
ローブ１２に内蔵式または着脱式で設けられたＲＦＩＤ１３に送信する。すなわち、例え
ば、アンテナ６１は、変調部６２から供給された要求信号を伝送するための電波を輻射す
る。また、アンテナ６１は、超音波プローブ１２に内蔵式または着脱式で設けられたＲＦ
ＩＤ１３から送信されてきた識別情報を受信し、受信した識別情報を復調部６４に供給す
る。
【００８１】
　変調部６２は、発振回路６３から供給された所定の周波数のクロック信号を基づいて、
搬送波を生成する。変調部６２は、生成された搬送波に基づいて、ＳＰＵ６５から供給さ
れた要求信号を所定の方式により変調することにより変調された要求信号を生成し、変調
された要求信号をアンテナ６１に供給する。例えば、変調部６２は、ＳＰＵ６５から供給
された要求信号に基づいて、搬送波の位相または搬送波の振幅を変化させることにより変
調された要求信号を生成する。
【００８２】
　より具体的には、例えば、変調部６２は、発振回路６３から供給される例えば１３．５
６ＭＨｚの周波数のクロック信号を搬送波として、ＳＰＵ６５より供給されるデータをＡ
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ＳＫ変調し、生成された変調波を、電磁波としてアンテナ６１から出力させる。
【００８３】
　発振回路６３は、所定の周波数の、基準となるクロック信号を生成し、生成されたクロ
ック信号を変調部６２に供給する。
【００８４】
　復調部６４は、アンテナ６１から供給された、変調されている識別情報を、変調部６３
の変調方式に対応する復調方式により復調し、復調された識別情報をＳＰＵ６５に供給す
る。例えば、復調部６４は、アンテナ６１を介して取得した変調波（ＡＳＫ（Amplitude 
Shift Keying）変調波）を復調し、復調されたデータをＳＰＵ６５に出力する。
【００８５】
　ＳＰＵ６５は、ＣＰＵ６７から供給された要求信号を、所定の方式により符号化し、符
号化された要求信号を変調部６２に供給する。また、ＳＰＵ６５は、復調部６４から供給
された識別情報を、識別情報の符号化方式に対応する復号方式により復号し、復号された
識別情報をＣＰＵ６７に供給する。
【００８６】
　例えば、ＳＰＵ６５は、超音波プローブ１２に内蔵式または着脱式で設けられたＲＦＩ
Ｄ１３からのデータが復調部６４から供給されてきたとき、そのデータに対して、例えば
、マンチェスタ符号化方式などの復号処理を施し、これにより取得したデータをバス６６
を介してＣＰＵ６７に供給する。また、ＳＰＵ６５は、超音波プローブ１２に内蔵式また
は着脱式で設けられたＲＦＩＤ１３に送信する要求信号がバス５６を介して供給されてき
たとき、その要求信号にマンチェスタ符号化方式などの復号処理を施し、これにより得ら
れた信号を変調部６２に出力する。
【００８７】
　バス６６、ＣＰＵ６７、ＲＯＭ６８、ＲＡＭ６９、および入出力インタフェース７０は
、汎用の組み込み型のマイクロプロセッサまたは専用ＩＣなどからなる。ＣＰＵ６７は、
ＲＯＭ６８またはＲＡＭ６９に記憶されているプログラムを実行し、ＲＦＩＤリーダ／ラ
イタ１４全体を統括的に制御する。
【００８８】
　例えば、ＣＰＵ６７は、識別情報の送信を要求する旨の要求信号を生成し、生成した要
求信号をＳＰＵ６５に供給する。また、ＣＰＵ６７は、ＳＰＵ６５から供給された識別情
報を取得し、取得された識別情報を入出力インタフェース７０を介して本体１１のバスに
供給する。
【００８９】
　ＲＯＭ６８は、ＣＰＵ６７が実行するプログラムや各種のデータを記憶している。ＲＡ
Ｍ６９は、ＣＰＵ６７が実行するプログラムやデータを適宜記憶する。ＣＰＵ６７、ＲＯ
Ｍ６８、ＲＡＭ６９、およびＳＰＵ６５は、バス６６を介して相互に接続される。また、
バス６６には、入出力インタフェース７０が接続され、入出力インタフェース７０には、
本体１１のバスが電気ケーブル（有線）を介して接続される。
【００９０】
　なお、本発明の実施形態においては、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４にＲＦＩＤリーダ／
ライタを制御するための制御手段を設けるようにして、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４上に
組み込まれた状態でＲＦＩＤ１３や本体１１とのデータの授受に伴う制御を行うようにし
たが、このような場合に限られず、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４とは別にＲＦＩＤリーダ
／ライタ１４を制御するための制御手段を設けるようにしてもよいし、本体１１上に設け
るようにしてもよい。
【００９１】
　また、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４が本体１１に無線を介して接続される場合、ＲＦＩ
Ｄリーダ／ライタ１４には、本体１１との間で無線通信を行うための通信用インタフェー
スが設けられる。
【００９２】
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　ここで、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４がＲＦＩＤ１３から識別情報を読み取る場合、以
下のような処理が実行される。
【００９３】
　第１に、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４のＣＰＵ６７は、ＲＦＩＤ１３に識別情報の送信
を要求する旨の要求信号を生成し、生成された要求信号をＳＰＵ６５に供給し、ＳＰＵ６
５、変調部６２、およびアンテナ６１を介して、識別情報の送信を要求する旨の要求信号
をＲＦＩＤ１３に送信する。
【００９４】
　第２に、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に近接されたＲＦＩＤ１３のアンテナ４１は、Ｒ
ＦＩＤリーダ／ライタ１４から無線通信を介して送信された要求信号（ＲＦＩＤ１３に識
別情報の送信を要求する旨の要求信号）を受信し、受信された要求信号を復調部４５に供
給する。復調部４５は、アンテナ４１から供給された要求信号を取得し、取得された要求
信号を、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の変調部６２の変調方式に対応する復調方式により
復調し、復調された要求信号をＳＰＵ４６に供給する。
【００９５】
　ＳＰＵ４６は、復調部４５から供給された復調後の要求信号を取得し、取得された復調
後の要求信号を所定の方式により復号し、復号された要求信号をＣＰＵ４８に供給する。
ＣＰＵ４８は、ＳＰＵ４６から供給された復号後の要求信号に基づいて、ＲＯＭ４９に予
め記憶されている超音波プローブ１２を識別するための識別情報を読み出し、読み出され
た識別情報をバス４７を介してＳＰＵ４６に供給する。
【００９６】
　ＳＰＵ４６は、ＣＰＵ４８から供給された識別情報を、所定の符号化方式により符号化
し、符号化された識別情報を変調部４３に供給する。変調部４３は、ＳＰＵ４６から供給
された符号化後の識別情報を取得し、取得された符号化後の識別情報を、搬送波に基づい
て所定の方式により変調することにより変調された識別情報を生成し、生成された変調後
の識別情報をアンテナ４１を介してＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に送信する。
【００９７】
　第３に、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４のアンテナ６１は、ＲＦＩＤ１３から送信された
識別情報を受信し、受信された識別情報を復調部６４に供給する。復調部６４は、アンテ
ナ６１から供給された識別情報を取得し、取得された識別情報を、変調部８３の変調方式
に対応する復調方式により復調し、復調されたＩＤ情報をＳＰＵ６５に供給する。
【００９８】
　ＳＰＵ６５は、復調部６４から供給された復調後の識別情報を取得し、取得された復調
後の識別情報を、所定の符号化方式に対応する復号化処理を施し、復号化後の識別情報を
バス６６を介してＣＰＵ６７に供給する。
【００９９】
　ＣＰＵ６７は、ＳＰＵ６５から供給された復号化後の識別情報を取得し、取得された復
号化後の識別情報を入出力インタフェース７０と本体１１のバスを介して制御部２１に供
給する。
【０１００】
　図２に戻り、入力部１５は、電気ケーブルを介して本体１１と接続され、操作パネル上
にオペレータの種々の指示を入力するための表示パネル（図示せず）、トラックボール、
種々の操作スイッチ、種々のボタン、マウス、およびキーボードなどの入力デバイスを有
しており、患者情報、計測パラメータ、物理パラメータなどの種々のデータをオペレータ
が入力するために用いられる。
【０１０１】
　表示部１６は、ケーブルを介して本体１１のスペクトラムドプラ描画処理部２７および
ＤＳＣ２８と接続され、図示せぬＬＣＤ(Liquid Crystal Display)や図示せぬＣＲＴ(Cat
hode Ray Tube)が設けられており、スペクトラムドプラ描画処理部２７から描画処理後の
スペクトラムドプラ画像データを取得するとともに、超音波スキャンの走査線信号列から
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ビデオフォーマットの走査線信号列に変換されたＤＳＣ２８からのＢモード画像データと
カラードプラモード画像データやＥＣＧ信号などを取得し、取得されたスペクトラムドプ
ラ画像データに基づくスペクトラムドプラ画像、Ｂモード画像データに基づくＢモード画
像、およびカラードプラモード画像データに基づくカラードプラモード画像などを図示せ
ぬＬＣＤやＣＲＴに表示するとともに、ＥＣＧ信号を付帯情報として図示せぬＬＣＤやＣ
ＲＴに表示する。
【０１０２】
　図１３は、図２の超音波診断装置１が実行することができる機能的な構成を表している
。なお、図２の構成と対応するものについては同一の符号を付しており、その説明は繰り
返しになるので省略する。
【０１０３】
　超音波診断装置１の本体１１は、識別情報取得部６１、プローブ使用状態判定部６２、
記憶部６３、送受信制御部６５、管理部６６、操作入力制御部６７、設定情報取得部６８
、および接続位置検出部６９などにより構成される。
【０１０４】
　識別情報取得部６１は、例えば図２の制御部２１などからなり、ＲＦＩＤリーダ／ライ
タ１４の識別情報供給部７０から供給された、超音波プローブ１２に内蔵式または着脱式
に設けられたＦＩＤ１３から読み取られた識別情報を適宜取得し、取得された識別情報を
プローブ使用状態判定部６２に供給する。
【０１０５】
　プローブ使用状態判定部６２は、例えば図２の制御部２１などからなり、識別情報取得
部６１から供給された識別情報を適宜取得するとともに、記憶部６３に記憶されている超
音波プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４を読み出し、読み出
されたプローブ管理情報６４を参照して、直前に判定された超音波プローブ１２の使用状
態を認識し、識別情報取得部６１から供給される識別情報の取得状況に応じて、本体１１
に電気ケーブルを介して接続されている各超音波プローブ１２の現在の使用状態を判定す
る。
【０１０６】
　プローブ使用状態判定部６２は、判定された判定結果を送受信制御部６５と管理部６６
に供給する。
【０１０７】
　記憶部６３は、例えば図２のＨＤＤ２５などからなり、超音波プローブ１２の使用状態
を管理するためのプローブ管理情報６４を予め記憶している。このプローブ管理情報６４
は、例えばデータベースやテキストファイルデータ形式である。
【０１０８】
　送受信制御部６５は、例えば図２の制御部２１などからなり、記憶部６３に予め記憶さ
れているスキャンシーケンスや超音波を送受信する条件などを読み出し、読み出されたス
キャンシーケンスや超音波を送受信する条件などに基づいて、Ｂモード画像データやカラ
ードプラモード画像データを生成する場合における超音波の送受信を制御する送信制御信
号と受信制御信号を生成し、生成された送信制御信号と受信制御信号を、それぞれ、送信
部２２と受信部２３に供給する。
【０１０９】
　また、送受信制御部６５は、プローブ使用状態判定部６２から供給された判定結果を取
得し、取得された判定結果に基づいて、本体１１に電気ケーブルを介して接続されている
各超音波プローブ１２からの超音波の送受信を開始または停止するように、送信部２２と
受信部２３を制御する。
【０１１０】
　管理部６６は、例えば図２の制御部２１などからなり、記憶部６３に予め記憶されてい
るプローブ管理情報６４（超音波プローブ１２の使用状態を管理するための管理情報）を
管理し、必要に応じて、更新、追加、削除などを行う。
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【０１１１】
　操作入力制御部６７は、オペレータが入力部１５を操作することにより入力された種々
の情報を取得し、取得された種々の情報を本体１１の各部に供給する。特に、操作入力制
御部６７は、オペレータが入力部１５を操作することにより入力された、超音波プローブ
１２に関する設定情報を取得し、取得された超音波プローブ１２に関する設定情報を設定
情報取得部６８に供給する。
【０１１２】
　設定情報取得部６８は、操作入力制御部６７から供給された設定情報（プローブ管理情
報６４を設定するための設定情報）を取得し、取得された設定情報（プローブ管理情報６
４を設定するための設定情報）を管理部６６に供給する。
【０１１３】
　接続位置検出部６９は、例えば図２の制御部２１などからなり、本体１１に設けられた
複数の接続部（コネクタ）のうち、超音波プローブ１２が接続されている接続部（コネク
タ）の位置である接続位置を検出し、検出された接続位置を指示する接続位置指示信号を
生成し、生成された接続位置指示信号を管理部６６に供給する。
【０１１４】
　ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４は、識別情報読み取り部７０および識別情報供給部７１に
より構成される。なお、以下においては、図１０に示されるように、各超音波プローブフ
ォルダ５１ごとに所定の位置にＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を設けた場合について説明す
る。
【０１１５】
　識別情報読み取り部７０は、通信可能範囲にＲＦＩＤ１３が存在する場合、ＲＦＩＤ１
３から超音波プローブ１２を識別するための識別情報を読み取り、読み取られた識別情報
を識別情報供給部７１に供給する。
【０１１６】
　識別情報供給部７１は、識別情報読み取り部６９から供給された識別情報（超音波プロ
ーブ１２を識別するための識別情報）を取得し、取得された識別情報を例えば有線または
無線を介して本体１１に供給する。
【０１１７】
　図１４のフローチャートを参照して、図１３の超音波診断装置１における超音波プロー
ブ駆動制御処理について説明する。この超音波プローブ駆動制御処理は、オペレータによ
り入力部１５が操作されることにより、本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けら
れることで、開始される。
【０１１８】
　ステップＳ１において、操作入力制御部６７は、オペレータにより入力部１５が操作さ
れることにより、本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けられたか否かを判定し、
本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けられたと判定するまで待機する。
【０１１９】
　ステップＳ１において本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けられたと判定され
た場合、操作入力制御部６７は、本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けられたと
旨の通知を管理部６６に供給する。
【０１２０】
　管理部６６は、操作入力制御部６７から供給された本体１１の起動を開始するとの指示
が受け付けられた旨の通知を受け取ると、超音波プローブ１２が接続されている接続部（
コネクタ）の位置である接続位置の検出を開始するための検出開始指示信号を生成し、生
成された検出開始指示信号を接続位置検出部６９に供給する。
【０１２１】
　ステップＳ２において、接続位置検出部６９は、管理部６６から供給された検出開始指
示信号に基づいて、超音波プローブ１２が接続されている接続部（コネクタ）の位置であ
る接続位置の検出を開始し、検出された接続位置を指示する接続位置指示信号を生成し、
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生成された接続位置指示信号を管理部６６に供給する。
【０１２２】
　例えば本体１１に設けられた６個の接続部（コネクタ）が設けられている場合、接続位
置指示信号には、超音波プローブ１２が接続されている接続部（コネクタ）の位置である
接続位置を示す例えばコネクタ番号（「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、または
「６」など）が含まれている。
【０１２３】
　より具体的には、本体１１に設けられた６個の接続部（コネクタ）のうち、コネクタ番
号「１」、「２」、および「３」により示される接続位置の接続部（コネクタ）に超音波
プローブ１２が接続されている場合、接続位置指示信号には、コネクタ番号「１」、「２
」、および「３」が含まれる。
【０１２４】
　ステップＳ３において、管理部６６は、接続位置検出部６９から供給された接続位置指
示信号に基づいて、超音波プローブ１２が接続されている接続部の位置である接続位置を
順次認識するとともに、この接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２を
識別するための識別情報の取得を、順次、識別情報取得部６１に指示する。
【０１２５】
　識別情報取得部６１は、管理部６６の指示に従い、接続部（コネクタ）に接続されてい
る超音波プローブ１２を識別するための識別情報を順次取得し、取得された識別情報を管
理部６６に供給する。
【０１２６】
　このとき、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４では、ステップＳ３の識別情報取得処理に対応
する識別情報供給処理が実行される。この識別情報取得処理の詳細は、図１５に示される
。
【０１２７】
　図１５のフローチャートを参照して、図１３のＲＦＩＤリーダ／ライタ１４における識
別情報供給処理について説明する。この識別情報供給処理は、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１
４の通信可能範囲内にＲＦＩＤ１３が存在するときに、開始される。なお、図１３のＲＦ
ＩＤリーダ／ライタ１４における識別情報供給処理は、図１４のフローチャートを参照し
て説明する超音波プローブ駆動処理と並行して実行される。
【０１２８】
　ステップＳ２１において、識別情報読み取り部７０は、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の
通信可能範囲内にＲＦＩＤ１３が存在するか否かを判定し、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４
の通信可能範囲内にＲＦＩＤ１３が存在すると判定するまで待機する。
【０１２９】
　ステップＳ２１においてＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の通信可能範囲内にＲＦＩＤ１３
が存在すると判定された場合、識別情報読み取り部７０は、通信可能範囲内に存在するＲ
ＦＩＤ１３と無線通信を行い、ＲＦＩＤ１３に記憶（格納）されている識別情報（超音波
プローブ１２を識別するための識別情報）を読み取り、読み取られた識別情報を識別情報
供給部７１に供給する。
【０１３０】
　ステップＳ２３において、識別情報供給部７１は、識別情報読み取り部６９から供給さ
れた識別情報（超音波プローブ１２を識別するための識別情報）を取得し、取得された識
別情報を例えば有線（または無線）を介して本体１１に供給する。
【０１３１】
　その後、処理はステップＳ２１に戻り、ステップＳ２１以降の処理が繰り返し実行され
る。これにより、本体１１に設けられた接続部に接続されている超音波プローブ１２を識
別するための識別情報が適宜読み取られ、読み取られた識別情報が本体１１に供給される
。
【０１３２】
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　図１４に戻り、ステップＳ４において、管理部６６は、認識された超音波プローブ１２
が接続されている接続部（コネクタ）の位置である接続位置（例えばコネクタ番号「１」
、「２」、「３」など）と、識別情報取得部６１から供給された識別情報（超音波プロー
ブ１２を識別するための識別情報）に基づいて、記憶部６３に予め記憶されている超音波
プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４を初期設定する。
【０１３３】
　具体的には、例えば本体１１に設けられた複数の接続部（コネクタ）のうち、接続位置
コネクタ番号「１」、「２」、および「３」により示される接続部（コネクタ）に、それ
ぞれ、識別情報「０００１」、「０００２」、および「０００３」により識別される超音
波プローブ１２が接続されている場合、例えば図１６に示されるように、記憶部６３に予
め記憶されている超音波プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４
が初期設定される。
【０１３４】
　図１６のプローブ管理情報６４の第１列目乃至第３列目には、「コネクタ番号」、「識
別情報」、および「使用状態」が対応付けられて記載されており、それぞれ、各超音波プ
ローブ１２が接続される本体１１の接続部（コネクタ）の位置を示す番号、超音波プロー
ブ１２を識別するための識別情報、および、本体１１の接続部（コネクタ）に接続されて
いる超音波プローブ１２の使用状態（例えばＯＮまたはＯＦＦの使用状態）を示している
。
【０１３５】
　図１６のプローブ管理情報６４の第１行目の場合、「コネクタ番号」は「１」であり、
各超音波プローブ１２が接続される本体１１の接続部（コネクタ）の位置を示す番号は「
１」であることを示している。「識別情報」は「０００１」であり、超音波プローブ１２
を識別するための識別情報が「０００１」であることを示している。「使用状態」は「Ｏ
ＦＦ」であり、本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２の使
用状態（例えばＯＮまたはＯＦＦの使用状態）が「ＯＦＦ」の使用状態であることを示し
ている。
【０１３６】
　図１６のプローブ管理情報６４の第２行目の場合、「コネクタ番号」は「２」であり、
各超音波プローブ１２が接続される本体１１の接続部（コネクタ）の位置を示す番号は「
２」であることを示している。「識別情報」は「０００２」であり、超音波プローブ１２
を識別するための識別情報が「０００２」であることを示している。「使用状態」は「Ｏ
ＦＦ」であり、本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２の使
用状態（例えばＯＮまたはＯＦＦの使用状態）が「ＯＦＦ」の使用状態であることを示し
ている。
【０１３７】
　なお、図１６のプローブ管理情報６４の第３行目以降については、第２行目までと同様
であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１３８】
　また、本発明の実施形態においては、各超音波プローブ１２が接続される本体１１の接
続部（コネクタ）の位置を示す番号、超音波プローブ１２を識別するための識別情報、お
よび、本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２の使用状態（
例えばＯＮまたはＯＦＦの使用状態）を対応付けてプローブ管理情報６４によりテーブル
またはデータベースとして管理するようにしているが、対応関係に矛盾がないことを条件
として他の方法により管理するようにしてもよい。
【０１３９】
　さらに、超音波プローブ１２を識別するための識別情報として「０００１」や「０００
２」などの情報を用いるようにしているが、このような場合に限られず、超音波プローブ
１２の製造番号などを代わりに用いるようにしてもよい。
【０１４０】
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　管理部６６は、超音波プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４
が初期設定された旨を、プローブ使用状態判定部６２に通知する。
【０１４１】
　ステップＳ５において、プローブ使用状態判定部６２は、管理部６６から供給された、
超音波プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４が初期設定された
旨の通知を受け取ると、記憶部６３に記憶されている初期設定されたプローブ管理情報６
４を読み出す。
【０１４２】
　プローブ使用状態判定部６２は、読み出されたプローブ管理情報６４（初期設定された
プローブ管理情報）を参照して、本体１１に接続されている超音波プローブ１２の使用状
態を判定する。具体的には、図１６に示されるプローブ管理情報６４の場合、コネクタ番
号「１」、「２」、および「３」により示される本体１１の接続部（コネクタ）に接続さ
れている超音波プローブ１２、すなわち、識別情報「０００１」、「０００２」、および
「０００３」により識別される超音波プローブ１２の使用状態がいずれも「ＯＦＦ」の使
用状態であると判定される。
【０１４３】
　プローブ使用状態判定部６２は、判定された判定結果、すなわち、識別情報「０００１
」、「０００２」、および「０００３」により識別される超音波プローブ１２の使用状態
がいずれも「ＯＦＦ」の使用状態であるという判定結果を送受信制御部６５に供給する。
【０１４４】
　ステップＳ７において、送受信制御部６５は、プローブ使用状態判定部６２から供給さ
れた判定結果を取得し、取得された判定結果に基づいて、本体１１に電気ケーブルを介し
て接続されている超音波プローブ１２（識別情報「０００１」、「０００２」、および「
０００３」により識別される超音波プローブ１２）からの超音波の送受信を停止するよう
に、送信部２２と受信部２３を制御する。
【０１４５】
　具体的には、図１６に示されるプローブ管理情報６４の場合、コネクタ番号「１」、「
２」、および「３」により示される本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音
波プローブ１２、すなわち、識別情報「０００１」、「０００２」、および「０００３」
により識別される超音波プローブ１２からの超音波の送受信が停止されるように制御され
る。
【０１４６】
　このとき、例えば送信部２２と受信部２３への電源の供給を停止することにより、超音
波の送受信の停止が制御される。勿論、これ以外の方法を用いて超音波の送受信の停止を
制御するようにしてもよい。
【０１４７】
　その後、オペレータは、超音波診断装置１を用いた被検体の診断を開始し、適宜、診断
部位などに好適な超音波プローブ１２を適宜超音波プローブフォルダ５１から取り出すと
ともに、必要に応じて、取り出された超音波プローブ１２を超音波プローブフォルダ５１
に再度収める。
【０１４８】
　ステップＳ８において、識別情報取得部６１は、予め設定された所定の時間（例えば１
秒間など）ごとに、接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２を識別する
ための識別情報を順次取得し、取得された識別情報をプローブ使用状態判定部６２に供給
する。
【０１４９】
　ステップＳ９において、プローブ使用状態判定部６２は、記憶部６３に記憶されている
超音波プローブ１２の使用状態を管理するためのプローブ管理情報６４（最新のプローブ
管理情報６４）を読み出す。この場合、図１６に示されるプローブ管理情報６４が読み出
される。
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【０１５０】
　ステップＳ１０において、プローブ使用状態判定部６２は、読み出されたプローブ管理
情報６４を参照して、直前に判定された、本体１１に電気ケーブルを介して接続されてい
る超音波プローブ１２の使用状態を認識する。
【０１５１】
　例えば図１６に示されるプローブ管理情報６４の場合、コネクタ番号「１」、「２」、
および「３」により示される本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プロ
ーブ１２、すなわち、識別情報「０００１」、「０００２」、および「０００３」により
識別される超音波プローブ１２の使用状態がいずれも「ＯＦＦ」の使用状態であると認識
される。
【０１５２】
　例えば図１７に示されるプローブ管理情報６４の場合、コネクタ番号「２」および「３
」により示される本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２、
すなわち、識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プローブ１
２の使用状態が「ＯＦＦ」の使用状態であると認識されるとともに、コネクタ番号「１」
により示される本体１１の接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２、す
なわち、識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２の使用状態が「ＯＮ
」の使用状態であると認識される。
【０１５３】
　ステップＳ１１において、プローブ使用状態判定部６２は、識別情報取得部６１から供
給される識別情報に基づき、識別情報取得部６１における識別情報の取得状況に応じて、
本体１１に電気ケーブルを介して接続されている超音波プローブ１２の使用状態の判定を
開始する。
【０１５４】
　ステップＳ１２において、プローブ使用状態判定部６２は、識別情報取得部６１から供
給される識別情報に基づき、識別情報取得部６１における識別情報の取得状況に応じて、
「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２のうち、いずれかの識別情
報の取得が中断されたか否かを判定する。
【０１５５】
　例えば図１６に示されるプローブ管理情報６４の場合、識別情報「０００１」、「００
０２」、および「０００３」により識別される超音波プローブ１２の使用状態がいずれも
「ＯＦＦ」の使用状態であると認識されることから、これら３つの超音波プローブ１２の
うち、いずれかの識別情報の取得が中断されたか否かが判定される。
【０１５６】
　ステップＳ１２において「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２
のうち、いずれかの識別情報の取得が中断されたと判定された場合、プローブ使用状態判
定部６２は、識別情報の取得が中断された超音波プローブ１２の現在の使用状態を「ＯＮ
」の使用状態であると判定する。
【０１５７】
　例えば図１６のプローブ管理情報６４の場合に、「ＯＦＦ」の使用状態であると認識さ
れた超音波プローブ１２のうち、識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ
１２に関し、識別情報「０００１」の取得が中断されたと判定されると、識別情報「００
０１」の取得が中断された超音波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＮ」の使用状態で
あると判定される。
【０１５８】
　また、例えば図１６のプローブ管理情報６４の場合に、「ＯＦＦ」の使用状態であると
認識された超音波プローブ１２のうち、識別情報「０００３」により識別される超音波プ
ローブ１２に関し、識別情報「０００３」の取得が中断されたと判定されると、識別情報
「０００３」の取得が中断された超音波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＮ」の使用
状態であると判定される。
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【０１５９】
　一方、ステップＳ１２において「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プロー
ブ１２のうち、いずれかの識別情報の取得も中断されていないと判定された場合（すなわ
ち、「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２を識別するための識別
情報に関し、いずれの識別情報の取得も依然として継続していると判定された場合）、ス
テップＳ１３の処理はスキップされる。これにより、「ＯＦＦ」の使用状態であると認識
された超音波プローブ１２のうち、いずれの超音波プローブ１２の現在の使用状態も「Ｏ
Ｎ」の使用状態であるとは判定されず、依然として、これらの超音波プローブ１２のうち
、いずれの超音波プローブ１２の使用状態が「ＯＦＦ」の使用状態であると判定される。
【０１６０】
　ステップＳ１４において、プローブ使用状態判定部６２は、識別情報取得部６１から供
給される識別情報に基づき、識別情報取得部６１における識別情報の取得状況に応じて、
「ＯＮ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２のうち、いずれかの識別情報
の取得が再開されたか否かを判定する。
【０１６１】
　例えば図１７に示されるプローブ管理情報６４の場合、識別情報「０００１」により識
別される超音波プローブ１２の使用状態が「ＯＮ」の使用状態であると認識されることか
ら、この識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２に関し、識別情報の
取得が再開されたか否かが判定される。
【０１６２】
　ステップＳ１４において「ＯＮ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２の
うち、いずれかの識別情報の取得が再開されたと判定された場合、プローブ使用状態判定
部６２は、識別情報の取得が再開された超音波プローブ１２の現在の使用状態を「ＯＦＦ
」の使用状態であると判定する。
【０１６３】
　例えば図１７のプローブ管理情報６４の場合に、「ＯＮ」の使用状態であると認識され
た識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２に関し、識別情報「０００
１」の取得が再開されたと判定されると、識別情報「０００１」の取得が再開された超音
波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＦＦ」の使用状態であると判定される。
【０１６４】
　一方、ステップＳ１４において「ＯＮ」の使用状態であると認識された超音波プローブ
１２のうち、いずれかの識別情報の取得も再開されていないと判定された場合（すなわち
、「ＯＮ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２を識別するための識別情報
に関し、いずれの識別情報の取得も依然として中断していると判定された場合）、ステッ
プＳ１５の処理はスキップされる。これにより、「ＯＮ」の使用状態であると認識された
超音波プローブ１２のうち、いずれの超音波プローブ１２の現在の使用状態も「ＯＦＦ」
の使用状態であるとは判定されず、依然として、いずれの超音波プローブ１２の使用状態
が「ＯＮ」の使用状態であると判定される。
【０１６５】
　プローブ使用状態判定部６２は、ステップＳ１１乃至Ｓ１５のプローブ使用状態判定処
理により判定された判定結果を送受信制御部６５および管理部６６に供給する。
【０１６６】
　ステップＳ１６において、送受信制御部６５は、プローブ使用状態判定部６２から供給
された判定結果を取得し、取得された判定結果に基づいて、本体１１に電気ケーブルを介
して接続されている各超音波プローブ１２からの超音波の送受信を開始または停止するよ
うに、送信部２２と受信部２３を制御する。
【０１６７】
　例えば図１６のプローブ管理情報６４の場合に、ステップＳ１１乃至Ｓ１５のプローブ
使用状態判定処理により、「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２
のうち、識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２のみに関し、識別情
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報「０００１」の取得が中断されたと判定され、識別情報「０００１」の取得が中断され
た超音波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＮ」の使用状態であると判定される一方、
識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プローブ１２の現在の
使用状態は依然として「ＯＦＦ」の使用状態であると判定されたとき、識別情報「０００
１」により識別される超音波プローブ１２からの超音波の送受信を開始するように送信部
２２と受信部２３が制御されるとともに、識別情報「０００２」および「０００３」によ
り識別される超音波プローブ１２からの超音波の送受信を依然として停止するように送信
部２２と受信部２３が制御される。
【０１６８】
　また、例えば図１７のプローブ管理情報６４の場合に、ステップＳ１１乃至Ｓ１５のプ
ローブ使用状態判定処理により、「ＯＮ」の使用状態であると認識された識別情報「００
０１」により識別される超音波プローブ１２のみに関し、識別情報「０００１」の取得が
再開されたと判定され、識別情報「０００１」の取得が再開された超音波プローブ１２の
現在の使用状態が「ＯＦＦ」の使用状態であると判定される一方、「ＯＦＦ」の使用状態
であると認識された識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プ
ローブ１２に関し、識別情報「０００２」または「０００３」の取得が中断されたと判定
されずに、識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プローブ１
２の現在の使用状態は依然として「ＯＦＦ」の使用状態であると判定されたとき、識別情
報「０００１」、「０００２」、および「０００３」により識別される超音波プローブ１
２からの超音波の送受信をいずれも停止するように送信部２２と受信部２３が制御される
。
【０１６９】
　ステップＳ１７において、管理部６６は、プローブ使用状態判定部６２から供給された
判定結果を取得し、取得された判定結果に基づいて、記憶部６３に記憶されているプロー
ブ管理情報６４を更新する。
【０１７０】
　例えば図１６のプローブ管理情報６４の場合に、ステップＳ１１乃至Ｓ１５のプローブ
使用状態判定処理により、「ＯＦＦ」の使用状態であると認識された超音波プローブ１２
のうち、識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２のみに関し、識別情
報「０００１」の取得が中断されたと判定され、識別情報「０００１」の取得が中断され
た超音波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＮ」の使用状態であると判定される一方、
識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プローブ１２の現在の
使用状態は依然として「ＯＦＦ」の使用状態であると判定されたとき、図１６に示される
プローブ管理情報６４は、図１８に示されるように、更新される。
【０１７１】
　図１８に示されるプローブ管理情報６４の場合、本体１１の接続部（コネクタ）に接続
されている識別情報「０００１」により識別される超音波プローブ１２の使用状態（例え
ばＯＮまたはＯＦＦの使用状態）が「ＯＦＦ」の使用状態から「ＯＦＦ」の使用状態に更
新される。
【０１７２】
　また、例えば図１７のプローブ管理情報６４の場合に、ステップＳ１１乃至Ｓ１５のプ
ローブ使用状態判定処理により、「ＯＮ」の使用状態であると認識された識別情報「００
０１」により識別される超音波プローブ１２のみに関し、識別情報「０００１」の取得が
再開されたと判定され、識別情報「０００１」の取得が再開された超音波プローブ１２の
現在の使用状態が「ＯＦＦ」の使用状態であると判定される一方、「ＯＦＦ」の使用状態
であると認識された識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プ
ローブ１２に関し、識別情報「０００２」または「０００３」の取得が中断されたと判定
されずに、識別情報「０００２」および「０００３」により識別される超音波プローブ１
２の現在の使用状態は依然として「ＯＦＦ」の使用状態であると判定されたとき、図１７
に示されるプローブ管理情報６４は、図１６に示されるように、更新される。



(24) JP 2008-253500 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

【０１７３】
　ステップＳ１８において、操作入力制御部６７は、オペレータにより入力部１５が操作
されることにより、本体１１の起動を終了するとの指示が受け付けられたか否かを判定す
る。
【０１７４】
　ステップＳ１８において本体１１の起動を終了するとの指示が受け付けられていないと
判定された場合、処理はステップＳ８に戻り、ステップＳ８以降の処理が繰り返し実行さ
れる。これにより、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を介して適宜供給される、超音波プロー
ブ１２を識別するための識別情報の取得状況に応じて、超音波プローブ１２の現在の使用
状態を判定し、その判定結果に基づいて、本体１１に電気ケーブルを介して接続されてい
る各超音波プローブ１２からの超音波の送受信を開始または停止するように、送信部２２
と受信部２３を適宜制御することができる。
【０１７５】
　一方、ステップＳ１８において本体１１の起動を終了するとの指示が受け付けられたと
判定された場合、超音波プローブ駆動制御処理は終了する。
【０１７６】
　本発明の実施形態においては、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を介して、予め設定された
所定の時間（例えば１秒間など）ごとに、超音波プローブ１２を識別するための識別情報
をＲＦＩＤ１３から取得するとともに、記憶部６３に記憶されているプローブ管理情報６
４（超音波プローブ１２の使用状態を管理するための管理情報）を参照して、直前に判定
された各超音波プローブ１２の使用状態を認識し、その識別情報の取得状況に応じて、超
音波プローブ１２の現在の使用状態を判定することができる。
【０１７７】
　そして、その判定結果に基づいて、本体１１に電気ケーブルを介して接続されている各
超音波プローブ１２からの超音波の送受信を開始または停止するように、送信部２２と受
信部２３を適宜制御することができる。また、その判定結果に基づいて、記憶部６３に記
憶されているプローブ管理情報６４を更新することができる。
【０１７８】
　これにより、オペレータが超音波プローブ１２の使用を所望する場合に、わざわざ入力
部１５の図示せぬ送受信開始・停止ボタンなどを操作することなく、使用を所望する超音
波プローブ１２を超音波プローブフォルダ５１から取り出したり、あるいは、収めたりす
るだけで、超音波プローブ１２からの超音波の送受信の開始または停止を好適に制御する
ことができる。その結果、例えば検査の中断時間が長くなってしまったときや、超音波診
断装置１の入力部１５の図示せぬ送受信開始・停止ボタンを押すことを忘れてしまった場
合などに、超音波プローブ１２から無駄に超音波が送受信されることを防止することがで
き、超音波プローブの温度上昇を防止することができ、超音波プローブ１２内の材料（例
えば超音波振動子や接着剤など）の劣化を抑制することができる。
【０１７９】
　また、超音波プローブ１２からの送受信の開始または停止の制御については、超音波プ
ローブ１２に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３からＲＦＩＤリーダ／ライタ
１４を介して読み取られる識別情報を用いて行うようにしているので、複数の超音波プロ
ーブ１２からの超音波の送受信の開始または停止を同時に制御することができる
　従って、超音波プローブ１２の駆動を好適に制御することができる。また、超音波診断
装置１の操作性を向上させることができる。
【０１８０】
　なお、図１４のフローチャートを参照して説明した超音波プローブ駆動制御処理におい
ては、本体１１の起動を開始するとの指示が受け付けられると、自動的に、超音波プロー
ブ１２が接続されている接続部（コネクタ）の位置を検出するとともに、接続部（コネク
タ）に接続されている超音波プローブ１２を識別するための識別情報を取得し、検出され
た接続部（コネクタ）の位置と、取得された識別情報に基づいて、超音波プローブ１２の
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使用状態を管理するプローブ管理情報６４を初期設定するようにした。しかし、このよう
な場合に限られず、例えば、オペレータにより入力部１５が操作されることにより図１３
の設定情報取得部６８において取得された設定情報（プローブ管理情報６４を設定するた
めの設定情報）に基づいて、管理部６６により記憶部６３に記憶されているプローブ管理
情報６４を初期設定するようにしてもよい。
【０１８１】
　この設定情報には、超音波プローブ１２を接続する接続部（コネクタ）の位置である接
続位置を示す例えばコネクタ番号や、接続部（コネクタ）に接続される超音波プローブ１
２を識別するための識別情報（例えば「０００１」や「０００２」など）が含まれている
。従って、この設定情報に基づいて、例えば図１６に示されるようにプローブ管理情報６
４が初期設定される。
【０１８２】
　また、超音波プローブ駆動制御処理の実行中に、オペレータにより新規に購入した超音
波プローブ１２が新たに本体１１の接続部（コネクタ）に追加して接続されたり、あるい
は、すでに超音波プローブ１２が接続されている接続部（コネクタ）に、他の超音波プロ
ーブ１２が変更して接続されたりするときには、本体１１に設けられた接続部（コネクタ
）に超音波プローブ１２が接続されるごとに、超音波プローブ１２が接続されている接続
部（コネクタ）の位置を検出するとともに、接続部（コネクタ）に接続されている超音波
プローブ１２を識別するための識別情報を取得し、検出された接続部（コネクタ）の位置
と、取得された識別情報に基づいて、超音波プローブ１２の使用状態を管理するプローブ
管理情報６４を変更するようにしてもよい。
【０１８３】
　具体的には、超音波プローブ駆動制御処理の実行中に、オペレータにより、すでに識別
情報「０００２」により識別される超音波プローブ１２が接続されている接続部（コネク
タ）（例えばコネクタ番号「２」により示される接続部（コネクタ））に、他の識別情報
「０００５」により識別される超音波プローブ１２が変更して接続された場合、例えば図
１９に示されるプローブ管理情報６４は、図２０に示されるように更新される。
【０１８４】
　例えば図２０に示されるプローブ管理情報６４の場合、本体１１のコネクタ番号「２」
により示される接続部（コネクタ）に接続されている超音波プローブ１２が、識別情報「
０００２」により識別される超音波プローブ１２から、識別情報「０００５」により識別
される超音波プローブ１２に更新（変更）される。
【０１８５】
　なお、変更された超音波プローブ１２の使用状態は例えば「ＯＦＦ」に設定される。
【０１８６】
　また、超音波プローブ駆動制御処理の実行中に、オペレータにより新規に購入した識別
情報「０００４」により識別される超音波プローブ１２が新たに本体１１の接続部（コネ
クタ）（例えばコネクタ番号「４」により示される接続部（コネクタ）））に追加して接
続された場合、例えば図２１に示されるプローブ管理情報６４は、図２２に示されるよう
に更新される。
【０１８７】
　なお、新たに追加された超音波プローブ１２の使用状態は例えば「ＯＦＦ」に設定され
る。
【０１８８】
　さらに、図１４のフローチャートを参照して説明した超音波プローブ駆動制御処理にお
いては、識別情報の取得状況が変化したとき（すなわち、識別情報の取得が中断されたと
きや、識別情報の取得が再開されたときなど）のみ、超音波プローブ１２からの送受信の
開始・停止の制御を行うようにしているが、このような場合に限られず、予め設定された
所定の時間（例えば１秒間）ごとに取得される識別情報を用いて、たとえ判定された超音
波プローブ１２の使用状態が同じであったとしても、その度に超音波プローブ１２からの
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送受信の開始・停止の制御を行うようにしてもよい。これにより、超音波プローブ１２の
駆動を、ユーザの使用のタイミングに合わせて好適に制御することができる。
【０１８９】
　なお、各超音波プローブ１２ごとに超音波の送受信の開始・停止を制御するのではなく
、例えば超音波プローブ１２を識別する識別情報を取得することができなかったすべての
超音波プローブ１２に関して、超音波の送受信を開始するように制御するようにしてもよ
い。
【０１９０】
　また、超音波プローブ１２の現在の使用状態を判定し、その判定結果に基づいて、本体
１１に電気ケーブルを介して接続されている各超音波プローブ１２からの超音波の送受信
を開始または停止するように、送信部２２と受信部２３を制御する際に、どの超音波プロ
ーブ１２から超音波の送受信を開始するように制御されているか、あるいは、どの超音波
プローブ１２から超音波の送受信を停止するように制御されているかに関する情報を、表
示部１６に表示するようにしてもよい。
【０１９１】
　このとき、すべての超音波プローブ１２の現在の使用状態が「ＯＮ」の使用状態である
場合には、表示部１６上においてスクリーンセーバが起動されたり、あるいは、スタンバ
イ状態に移行するようにし、いずれか１つの超音波プローブ１２の現在の使用状態が「Ｏ
Ｎ」の使用状態になった場合には、起動されているスクリーンセーバを解除したり、スタ
ンバイ状態から回復するようにしてもよい。勿論、スクリーンセーバを解除するときにユ
ーザ認証が必要となる場合には、オペレータの認証を例えば指などによる生体認証によっ
て行うようにしてもよい。
【０１９２】
　ところで、例えば図６乃至図１１に示される取り付け方法のＲＦＩＤリーダ／ライタ１
４の場合、オペレータが超音波の送受信の停止を所望する超音波プローブ１２を識別する
ための識別情報が本体１１に供給され、本体１１において、供給された識別情報を用いて
超音波プローブ１２のＯＮ・ＯＦＦの制御が行われ、各超音波プローブ１２のＯＦＦの制
御が基本的に主に行われるが、このような場合に限られず、例えば図２３に示されるよう
に、例えばＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を、診断時における超音波プローブ１２の位置の
近傍に設けるようにして、各超音波プローブ１２のＯＮの制御が基本的に主に行われるよ
うにしてもよい。
【０１９３】
　より具体的には、図２３に示されるように、例えばＲＦＩＤ１３とＲＦＩＤリーダ／ラ
イタ１４との通信可能範囲（交信範囲）が広いもの（例えば１．５ｍの交信範囲のもの）
を用いて、例えばＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を、診断時における超音波プローブ１２の
位置の近傍（例えば寝台５２の所定の位置など）に設けるようにする。
【０１９４】
　これにより、被検体を寝台５２（診断時に被検体を寝かせるための台）に寝かせた後、
オペレータが１つの超音波プローブ１２－１を被検体の体表面に接触させつつ、この超音
波プローブ１２－１を操作する場合、超音波プローブ１２－１が例えば寝台５２の所定の
位置に設けられたＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に近づけられると、ＲＦＩＤリーダ／ライ
タ１４が、超音波プローブ１２－１に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３－１
から識別情報を読み取り、超音波診断装置１の本体１１に識別情報（例えば超音波プロー
ブ１２－１を識別するための識別情報）がＯＮの通知として供給される。
【０１９５】
　その結果、超音波診断装置１の本体１１は、識別情報がＯＮの通知として供給された超
音波プローブ１２－１からの超音波の送受信をＯＮに制御し、超音波プローブ１２－１か
らの超音波の送受信を停止することが可能となる。
【０１９６】
　一方、このとき、超音波プローブ１２－２が超音波プローブフォルダ５１（超音波プロ
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ーブフォルダ５１－１乃至５１－６のうちの例えば超音波プローブフォルダ５１－２）に
収められている場合、例えば寝台５２の所定の位置に設けられたＲＦＩＤリーダ／ライタ
１４が、超音波プローブ１２－２に内蔵式または着脱式に設けられたＲＦＩＤ１３－２か
ら識別情報を読み取ることができず、超音波診断装置１の本体１１に識別情報（例えば超
音波プローブ１２－２を識別するための識別情報）がＯＮの通知として供給されない。
【０１９７】
　その結果、超音波診断装置１の本体１１は、識別情報がＯＮの通知として供給されない
超音波プローブ１２－２からの超音波の送受信をＯＦＦに制御し、超音波プローブ１２－
２からの超音波の送受信を停止することが可能となる。
【０１９８】
　なお、この場合、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を、診断時における超音波プローブ１２
の位置の近傍として例えば寝台５２の所定の位置などに１つ設けるようにしさえすればよ
い。
【０１９９】
　また、例えばＲＦＩＤ１３とＲＦＩＤリーダ／ライタ１４との通信可能範囲（交信範囲
）が広いもの（例えば１．５ｍの交信範囲のもの）を用いた場合に、ＲＦＩＤリーダ／ラ
イタ１４が本体１１の近傍に存在すると、超音波プローブフォルダ５１に超音波プローブ
１２が収まっているにもかかわらず、識別情報をＲＦＩＤ１３から読み取ってしまい、超
音波プローブ１２の使用状態をＯＮの使用状態と誤って判定してしまう可能性が考えられ
る。そこで、例えば図８乃至図１１に示されるような交信防護樹脂５３を設けるようにし
てもよい。
【０２００】
　この場合における超音波プローブ駆動制御処理の詳細は、図２４のフローチャートに示
される。なお、図２４のステップＳ３１乃至Ｓ４８の処理は、各超音波プローブ１２のＯ
Ｎの制御が主に行われるか、ＯＦＦの制御が主に行われるかの違いであり、図１４のステ
ップＳ１乃至Ｓ１８の処理と基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省略
する。
【０２０１】
　さらに、図２３の例の場合、診断時における超音波プローブ１２の位置の近傍として例
えば寝台５２の所定の位置などにＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を設けるようにしたが、こ
のような場合に限られず、例えば図２５に示されるように、オペレータ自身の所定の位置
に設けるようにしてもよい。これにより、オペレータが使用を所望する超音波プローブ１
２を自分自身に近づけたり、遠ざけることにより、超音波プローブ１２からの超音波の送
受信を制御することができる。その結果、超音波プローブ１２の駆動をより好適に制御す
ることができるとともに、超音波診断装置１の操作性をより向上させることができる。
【０２０２】
　勿論、オペレータの着衣にＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を設けるようにしてもよいし、
ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４が内蔵されたリストバンドや専用の手袋のような形状のもの
をオペレータに装着させるようにしてもよい。なお、これらの着衣、リストバンドや専用
手袋などを「装着物」と定義する。
【０２０３】
　ところで、図１４や図２４のフローチャートを参照して説明した超音波プローブ駆動制
御処理においては、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を常時駆動し、本体１１において予め設
定された所定の時間（例えば１秒間など）ごとに識別情報を取得するようにしたが、この
ような場合に限られず、例えばＲＦＩＤリーダ／ライタ１４内に光センサや加重センサを
設けるようにし、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に設けられた光センサや加重センサなどに
より、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４に近づけられた超音波プローブ１２を検知したときの
み、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４を常時駆動し、本体１１において予め設定された所定の
時間（例えば１秒間など）ごとに識別情報を取得するようにしてもよい。
【０２０４】
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　これにより、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の無駄な駆動を回避することができる。以下
、この場合における、図２の超音波診断装置１が実行することができる他の機能的な構成
について説明する。
【０２０５】
　図２６は、図２の超音波診断装置１が実行することができる他の機能的な構成を表して
いる。なお、図１３の構成と対応するものについては同一の符号を付しており、その説明
は繰り返しになるので省略する。
【０２０６】
　センサ７２は、例えば光センサや加重センサなどからなり、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１
４に近づけられたＲＦＩＤ１３を検知し、検知信号を生成し、生成された検知信号を識別
情報読み取り部７０に供給する。
【０２０７】
　識別情報読み取り部７０は、センサ７２から供給された検知信号を取得すると、通信可
能範囲に存在するＲＦＩＤ１３から超音波プローブ１２を識別するための識別情報を読み
取り、読み取られた識別情報を識別情報供給部７１に供給する。
【０２０８】
　図２７のフローチャートを参照して、図２６のＲＦＩＤリーダ／ライタ１４における他
の識別情報供給処理について説明する。なお、図２７のステップＳ５２乃至Ｓ５３の処理
は、図２７のステップＳ２２乃至Ｓ２３の処理と基本的には同様であり、その説明は繰り
返しになるので省略する。
【０２０９】
　ステップＳ５１において、識別情報読み取り部７０は、センサ７２から供給された検知
信号を取得したか否かを判定し、センサ７２から供給された検知信号を取得したと判定す
るまで待機する。
【０２１０】
　ステップＳ５１においてセンサ７２から供給された検知信号を取得したと判定された場
合、処理はステップＳ５２に進み、ステップＳ５２以降の処理が実行され、超音波プロー
ブ１２を識別するための識別情報が本体１１に供給される。
【０２１１】
　これにより、ＲＦＩＤリーダ／ライタ１４の無駄な駆動を回避することができる。
【０２１２】
　なお、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０２１３】
　また、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の概念的構成を示す図。
【図２】本発明に係る超音波診断装置の内部の構成を示すブロック図。
【図３】図２のＲＦＩＤを超音波プローブに設ける際の方法を説明する説明図。
【図４】図２のＲＦＩＤを超音波プローブに設ける際の他の方法を説明する説明図。
【図５】図２のＲＦＩＤの内部の構成を示すブロック図。
【図６】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける取り付け方法を説明する説明図。
【図７】ＲＦＩＤリーダ／ライタ同士間で生じる干渉について説明する説明図。
【図８】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明図
。
【図９】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明図
。
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【図１０】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明
図。
【図１１】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明
図。
【図１２】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタの内部の構成を示すブロック図。
【図１３】図２の超音波診断装置が実現可能な機能的な構成を示す機能ブロック図。
【図１４】図１３の超音波診断装置における超音波プローブ駆動制御処理を説明するフロ
ーチャート。
【図１５】図１３のＲＦＩＤリーダ／ライタにおける識別情報供給処理を説明するフロー
チャート。
【図１６】図１４のステップ４において初期設定されるプローブ管理情報の構成を示す図
。
【図１７】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の構成を示す図。
【図１８】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の他の構成を示す図。
【図１９】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の他の構成を示す図。
【図２０】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の他の構成を示す図。
【図２１】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の他の構成を示す図。
【図２２】図１３の記憶部に記憶されているプローブ管理情報の他の構成を示す図。
【図２３】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明
図。
【図２４】図１３の超音波診断装置における他の超音波プローブ駆動制御処理を説明する
フローチャート。
【図２５】図２のＲＦＩＤリーダ／ライタを取り付ける他の取り付け方法を説明する説明
図。
【図２６】図２の超音波診断装置が実現可能な他の機能的な構成を示す機能ブロック図。
【図２７】図２６のＲＦＩＤリーダ／ライタにおける識別情報供給処理を説明するフロー
チャート。
【符号の説明】
【０２１５】
　１…超音波診断装置、１１…本体、１２…超音波プローブ、１３…ＲＦＩＤ、１４…Ｒ
ＦＩＤリーダ／ライタ、１５…入力部、１６…表示部、２１…制御部、２２…送信部、２
３…受信部、２４…画像データ生成部、２５…ＨＤＤ、２６…ＥＣＧ信号検出部、２７…
スペクトラムドプラ描画処理部、２８…ＤＳＣ、２９…ＣＰＵ、３０…ＲＯＭ、３１…Ｒ
ＡＭ、３２…画像メモリ、３３…Ｂモード処理部、３４…スペクトラムドプラモード処理
部、３５…カラードプラモード処理部、３６…装着空間、３７…カバー、３８…着脱可能
部材、４１…アンテナ、４２…電力発生部、４３…変調部、４４…発振回路、４５…復調
部、４６…ＳＰＵ、４７…バス、４８…ＣＰＵ、４９…ＲＯＭ、５１（５１－１乃至５１
－６）…超音波プローブフォルダ、５２…寝台、５３…交信防護樹脂、６１…アンテナ、
６２…変調部、６３…発振回路、６４…復調部、６５…ＳＰＵ、６６…バス、６７…ＣＰ
Ｕ，６８…ＲＯＭ，６９…ＲＡＭ、７０…入出力インタフェース、６１…識別情報取得部
、６２…プローブ使用状態判定部、６３…記憶部、６４…プローブ管理情報、６５…送受
信制御部、６７…操作入力制御部、６８…設定情報取得部、６９…接続位置検出部、７０
…識別情報読み取り部、７１…識別情報供給部、７２…センサ。
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